
三光会シンボルマーク
　「三光」は太陽・月・星の光を意味し、事業
を通じて世の中を少しでも明るく照らしたい
との願いが込められています。
　シンボルマークは「医療」「介護」「福祉」
の３つが一つとなって、太陽・月・星の光のよ
うに世の中を照らし、「医療を通じて地域社会
に奉仕する」という基本理念を表しています。

医療を通じて
地域社会に奉仕する

一、私達は、職員間の相互理解を深め、
　　常に患者さまに対し慈愛をもって接します。

二、私達は、常に知識、技術の向上をはかり
　　良質な医療を提供します。

三、私達は、常に環境整備を行い、
　　総力を挙げて院内感染の防止に努めます。

四、私達は、一人一人が常に無駄を省き、
　　病院の管理、経営の合理化に努めます。
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医療法人 三光会

〈医療法人 三光会〉
●松永循環器病院
●松永クリニック
●介護老人保健施設三光園
●通所リハビリテーション（デイケア）三光園
●なかつ訪問看護ステーション
●なかつホームヘルプサービス三光園
●巡回サポートセンター三光園
●介護保険相談センター三光園
●中津市地域包括支援センター三光園
●生き生きデイサービス三光園
●住宅型有料老人ホーム燦燦館中央
●老人デイサービスセンター燦燦館中央
●サービス付き高齢者向け住宅 燦燦館東なかつ
●老人デイサービスセンター燦燦館 東なかつ

〈社会福祉法人 三光会〉
●特別養護老人ホーム悠久の里
●老人デイサービスセンター悠久の里
●サテライト型特別養護老人ホーム悠久の里



　介護福祉士・ヘルパー資格1・2級などの資格を有し
専門的な訓練を受けたホームヘルパーが、居宅サービ
ス計画（ケアプラン）・訪問介護計画に基づき、ご本人
に必要な介護サービスを提供します。
※介護保険の訪問介護では、家政婦さんとは違い「家事のすべて」
をカバーすることはできません。

※介護保険は40歳以上の方が納める介護保険料と税金に
よって運営されています。このため介護保険のサービス
の対象になるものは一定のルールが設けられています。

　利用者の皆様が、住み慣れた家で自立した日常生活
を営むことが出来るようにお手伝いさせて頂き、喜ん
でいただけることが、私達の大きな喜びに繋がります。
その為に日々知恵を絞り、工夫しながらサービスを提
供することに努めます。

第１条　　当事業所の訪問介護員等は、要介護状態等の心身の特
性を踏まえて、その利用者が可能な限りその居宅におい
て、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むこと
ができるよう、入浴、排泄、食事の介護、その他の生活
全般にわたる援助を行う。

第２条　　当事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・
医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサー
ビスの提供に努めるものとする。

受付日時／月曜から土曜日 8：30～17：30

食事の介助

服薬の介助

身体の清拭、入浴の介助

身だしなみの整容、洗面

着替えの介助、体位変換

通院、外出等の介助

排泄介助
（トイレやポータブルトイレの利用の介助、おむつ交換）

食事や入浴、排泄などの利用者の身体に直接触れる

介助サービス。

身体介護

居室の掃除

薬の受け取り

洗濯

一般的な食事の準備、調理、後片づけ

生活必需品の買い物

利用者本人が主に利用する居室の清掃・本人の衣類の

洗濯・本人の為の調理などの日常生活の援助。

生活援助

ホームヘルパーが
もう一人のやさしい家族となり
お世話させて頂きます。

サービス事業者との連携
サービスを提供するにあたり、居宅支援事業者
及び保健・医療・福祉サービスを提供する事業者
との連絡調整を行います。

サービス対応地域
中津市／上毛町／豊前市／宇佐市

サービス提供日時
月曜から日曜日　７：00～21：00

　介護保険の訪問介護（ホームヘルプ）サービ
スは、ケアマネジャーの作成した居宅サービス
計画（ケアプラン）に沿って作成された訪問介
護計画に基づき、ご本人に必要な介護サービス
を提供します。

「最近、体調が悪いので、他の日もホーム
ヘルパーに来てもらいたい」
「今までは家族に入浴を介助してもらって
いたけど、家族の介助が難しくなってきた」
など介護に関する相談がある場合は、まずはケ
アマネジャーに相談して、自分の状況や希望を
伝えるようにしましょう。

　ケアマネジャーは介護の知識を幅広くもった専門家で
す。訪問介護（ホームヘルプ）サービスだけでなく、様々
なサービスを組み合わせて居宅サービス計画（ケアプラ
ン）を作成してくれます。


